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（趣旨）
第１条　この要綱は、農地等の保全に対する町民の意識向上及び農業・農村が有する地域資源を活かした地域活性化を図ることを目的とする三春町農業・農村ＰＲ事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、三春町補助金等の交付に関する規則（平成17年三春町規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、「農業・農村PR団体」とは、本町の区域内で公益的な地域活動を行うことを目的として５名以上で組織された団体（法人格の有無を問わない。）であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
（１）構成員の過半が本町の区域内に住所を有する者（在勤又は在学の者を含む。）である
こと。
（２）営利を目的とせず、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないこと。
（３）団体の代表者を置き、会則その他の規程を備えていること。
（４）会計処理を適切に行い得る体制を有すること。
（補助対象者）
第３条　補助金の交付対象者は、前条に規定する農業・農村PR団体のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
（１）本町内で事業を実施するもの
（２）暴力団員等（三春町暴力団排除条例（平成２４年三春町条例第２１号）第２条に規
定するものをいう。）又はこれらと密接な関係を有する者でないもの
（３）過去にこの要綱に基づく補助金の交付に関し不正行為その他重大な違反がなく、未精算の補助金又は返還すべき補助金の未納がないもの
（４）法令、条例、規則その他本町が定める関係規程を遵守するもの
（５）同一の事業について、他の公的補助金等と同一経費の重複補助を受けないもの
（補助対象事業及び経費）
第４条　補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
（１）農業・農村に関する地域資源を生かしたＰＲ事業
（２）その他特に町長が認める事業
２　補助金の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、前項で規定する事業のうち別表に掲げる経費とする。
（補助金の額）
第５条　補助金の額は、予算の範囲内において、１事業につき５００，０００円を限度とする。
（交付申請）
第６条　この要綱に基づいて事業を実施しようとする補助対象者は、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出するものとする。
（交付決定）
第７条　町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、規則第６条第１項及び第２項の規定に基づき調査し、又は必要に応じて現地調査により、その内容が適正であるかどうか調査を行い、補助金の交付について決定するものとする。
２　町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付決定通知書（様式第２号。以下「交付決定通知書」という。）により、補助対象者に通知しなければならない。
（変更承認申請）
第８条　前条に規定する補助金の交付決定を受けた補助対象者（以下「交付決定者」という。）が当該事業の変更、中止又は廃止の承認を受けようとする場合は、規則第９条第１項の規定に基づき、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金内容変更等承認申請書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、当該申請が適当と認めたときは、規則第９条第２項に基づき三春町農業・農村ＰＲ事業補助金内容変更等承認通知書（様式第４号）により交付決定者に通知するものとする。
（概算払の請求）
第９条　町長は、必要があると認めたときは、交付決定通知書に記載された交付決定額を上限として、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金（概算払）交付請求書（様式７号）の提出を受け、補助金を概算払により交付することができる。
（遂行状況の報告等）
第１０条　町長は、必要と認めるときは交付決定者に対し補助対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
（実績報告）
第１１条　交付決定者は、事業完了の日から３０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに規則１３条の規定に基づき、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金実績報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）を町長に提出しなければならない。
２　前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
（１）事業報告書
（２）収支決算書
（３）経費が確認できる領収書又は請求書等の写し
（４）活動にかかる写真等
（５）その他町長が必要と認めて指示する書類
（補助金の額の確定）
第１２条　町長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第１４条の規定に基づき三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付額確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第１３条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金（概算払）交付請求書を町長に提出しなければならない。
（補助金の経理）
第１４条　交付決定者は、補助事業に関する帳簿を整備し、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
２　交付決定者は、前項の収入及び支出に係る証拠書類を整備し、当該帳簿とともに事業完了の属する年度の翌年度から５年間保管しなければならない。
（補助金の取消）
第１５条　町長は、交付決定者が規則第１６条の各号に規定する事項に該当すると認められたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
２　町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、規則第１０条の規定に基づき三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付取消通知書（様式第８号）により交付対象者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第１６条　町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、規則第１７条の規定により、期間を定めて補助金の返還を命じなければならない。
（補則）
第１７条　この要綱に定めるもののほか、施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


別表（第４条関係）
	補助対象経費

	報償費（ただし、経常的な人件費等の維持運営費は対象外）
旅費（普通旅費、特別旅費、費用弁償）
需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費）
役務費（通信運搬費、広告料、手数料）
委託料
使用料及び賃貸料
原材料費
備品購入費
工事請負費




様式第１号（第６条関係）
　　
　　年　　月　　日

　　三春町長　


　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象者　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　


三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付申請書

　次の事業について、補助金の交付を受けたいので、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付要綱第６条の規定により申請します。

	補助対象事業名称
	

	総事業費
	　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	補助金交付申請額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　円（千円未満切捨て）

	事業の目的
	

	事業の内容
	

	着手及び完了予定日
	着手
	・　　・
	完了
	・　　・

	備　考
	


　※本交付申請書には、事業計画書及び収支予算を添付すること。


様式第２号（第７条関係）

三春町指令（文書の記号）第　　　号


　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象者　住　所　
団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　

三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付決定通知書

　　　年　　月　　日付で提出された補助金交付申請に対し、次のとおり補助金を交付することと決定したので、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。

　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三春町長　　　　　　　　印

	補助対象事業名称
	

	補助金交付額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	補助金の交付条件
	（１）補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
（２）補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては速やかに町長の承認を受けること。
（３）補助事業等は予定の期間内に完了しない場合又は補助事業との遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

	備　考
	






様式第３号（第８条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　三春町長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象者　住　所
　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先


三春町農業・農村ＰＲ事業補助金内容変更等承認申請書

　　　年　　月　　日付三春町指令（文書の記号）第　　号による補助金交付決定通知に係る補助事業等の内容を次のとおり変更したいので、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により申請します。

	補助対象事業名称
	

	総事業費
	変更前
	円
	変更後
	円

	補助金の額
	交付決定済額
	円
	変更後の
見積額
	円

	変更の理由
	

	変更の内容
	

	備　考
	


　※ 本交付申請書には、変更となる事業計画書及び収支予算を添付すること。


様式第４号（第８条関係）

三春町指令（文書の記号）第　　　号


　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象者　住　所
団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　


三春町農業・農村ＰＲ事業補助金内容変更等承認通知書

　　　年　　月　　日付三春町指令（文書の記号）第　　号による補助金交付決定通知に係る補助金の交付決定の内容を次のとおり変更したので三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。


　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三春町長　　　　　　　　印

	補助対象事業名称
	

	補助金交付額
	変更前の額
	円
	変更後の額
	円

	変更の理由
	

	変更した補助事業等の決定の内容等
	

	指示事項等
	

	備　　　考
	




様式第５号（第１１条関係）
年　　月　　日

　　三春町長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象者　住　所
団体名
代表者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先


三春町農業・農村ＰＲ事業補助金実績報告書

　　　年　　月　　日付三春町指令（文書の記号）第　　号による補助金交付決定通知に係る補助事業等が完了したので、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付要綱第１１条の規定により、次のとおり報告します。

	補助対象
事業名称
	

	総事業費
	計画額
	円
	確定額
	円

	補助金の額
	既に通知を
受けている額
	円
	確定
見積額
	円

	着手、完了日
	着手日
	年　　月　　日
	完了日
	年　　月　　日

	補助事業等の成果
	


※ 報告書の添付書類は、次のとおりとする。
（１）事業報告書
（２）収支決算書
（３）経費が確認できる領収書又は請求書等の写し
（４）活動にかかる写真等
（５）その他町長が必要と認めて指示する書類


様式第６号（第１２条関係）

三春町指令（文書の記号）第　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象者　住　所
　団体名
代表者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先


三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付額確定通知書


　　　年　　月　　日付三春町指令（文書の記号）第　　号による補助金交付決定通知に係る補助事業等に関し、交付すべき補助金の額を次のとおり確定したので、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付要綱第１２条の規定により通知します。


　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三春町長　　　　　　　　印

	補助対象事業名称
	

	補助金の
交付額
	確定額（A）
	円　　

	
	既通知額（B）
	円　　

	
	増減額（A）－（B）
	円　　

	指示事項等
	







様式第７号（第１３条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　三春町長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
団体名
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先


三春町農業・農村ＰＲ事業補助金（概算払）交付請求書


標記補助金について、下記のとおり請求します。


記
　　
	補助対象事業名称
	

	補助金請求額
	　　　　　　　　　　　　　　　円



　　　　補助金の振込口座
	口座名義（漢字）
	

	口座名義（カタカナ）
	

	金融機関・支店名
	
	　　　　　　　　　　支店

	口座種別
	

	口座番号
	


※添付書類　振込口座（通帳）の写しを添付すること。



様式第８号（第１５条関係）

三春町指令（文書の記号）第　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　補助対象者　住　所
団体名
代表者



三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付取消通知書


　　　年　　月　　日付三春町指令（文書の記号）第　　号による補助金交付決定通知に係る補助金の交付について、次のとおり、その決定の全部（一部）を取り消したので、三春町農業・農村ＰＲ事業補助金交付要綱第１５条第２項の規定により通知します。


　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三春町長　　　　　　　　印


	補助対象事業名称
	

	補助金交付額
	取消前の額
	円
	取消後の額
	円

	取消の理由
	

	取消部分の表示
	

	指示事項等
	

	摘　　要
	



